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岩手県産地パワーアップ事業要領の一部改正新旧対照表 

改正前 改正後 

岩手県産地パワーアップ事業実施要領 

第１   

  

［略］ 

 

別記１ 国産シェア拡大対策（麦・大豆） 

 

第１～２ 

 

［略］ 

 

第３ 事業実施手続 

１～３ 

 

［略］ 

 

 

４ 事業完了確認 

  (１) 事業実施主体は、事業が完了したときは、速やかに、別記１別紙様式６号により、事業完

了届を作成し、市町村長に提出するものとする。 

ただし、市町村が取組主体の場合は広域振興局長に提出するものとする。 

  (２) 市町村長は、(１)の提出を受けた場合は、事業完了確認を行った上で、別記１別紙様式６

号により、事業完了届を作成し、広域振興局長に提出するものとする。 

  (３) 広域振興局長は、(２)の提出を受けた場合は、市町村長及び事業実施主体の長の命じる者

の立会のもとに、別記１別紙様式７号－１又は別記１別紙様式７号－２により、事業完了確認

を行うものとし、確認の結果、不適正な事項があると認めたときは、是正を指示し、事業の適

正な実施を期するものとする。 

 

第４ 

 

［略］ 

 

別記２ 収益性向上対策・生産基盤向上対策  

 

［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩手県産地パワーアップ事業実施要領 

第１   

  

［略］ 

 

別記１ 国産シェア拡大対策（麦・大豆） 

 

第１～２ 

 

［略］ 

 

第３ 事業実施手続 

１～３ 

 

［略］ 

 

 

４ 事業完了確認 

  (１) 事業実施主体は、事業が完了したときは、速やかに、別記１別紙様式６号により、事業完

了届を作成し、市町村長に提出するものとする。 

ただし、市町村が事業実施主体の場合は広域振興局長に提出するものとする。 

  (２) 市町村長は、(１)の提出を受けた場合は、事業完了確認を行った上で、別記１別紙様式６

号により、事業完了届を作成し、広域振興局長に提出するものとする。 

  (３) 広域振興局長は、(２)の提出を受けた場合は、市町村長及び事業実施主体の長の命じる者

の立会のもとに、別記１別紙様式７号－１又は別記１別紙様式７号－２により、事業完了確認

を行うものとし、確認の結果、不適正な事項があると認めたときは、是正を指示し、事業の適

正な実施を期するものとする。 

 

第４ 

 

［略］ 

 

別記２ 収益性向上対策・生産基盤向上対策  

 

［略］ 
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別記１別紙様式２号～５号 

 

［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記１別紙様式２号～５号 

 

［略］ 
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別記１別紙様式７号―１ 

 

［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

別記１別紙様式７号―１ 

 

［略］ 
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別記１別紙様式９号～10号 

 

［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記１別紙様式９号～10号 

 

［略］ 
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別記１別紙様式 12～13 号 

 

［略］ 

 

別記２別紙様式１～18 号 

 

［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記１別紙様式 12～13 号 

 

［略］ 

 

別記２別紙様式１～18 号 

 

［略］ 
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別記２別紙様式２-１号 

 

 
 

 

 

別記２別紙様式２-２号 

 

［略］ 

 

 

 

 

別記２別紙様式２-１号 

 

 

 
 

別記２別紙様式２-２号 

 

［略］ 
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別記２別紙様式４-１号 

 

 

 

 

別記２別紙様式４-２号 

 

［略］ 

 

別記２別紙様式４-１号 

 

 

 

 

別記２別紙様式４-２号 

 

［略］ 

  備考 改正の部分は、下線の部分である。 

  附 則 

 １ この要綱は、令和６年３月 19 日から施行する。 

 ２ 改正前の要綱に基づく事業については、なお従前の例による。 

 


